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 第１ 組織機構再編の背景  

 

平成 17 年 3 月 29 日、総務省は、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」

を策定しました。この計画は、行政改革大綱の見直しや集中改革プランの策定・公表をはじめ、

民間委託等の推進や市町村への権限移譲、事務事業の再編・整理、廃止・統合など、行政の担

うべき役割の重点化を求めています。さらに、行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とす

る組織の観点から、地方公共団体の組織を政策目標に基づき、効果的かつ効率的に事務事業を

処理し得る組織とするとともに、組織編成も不断に見直しを行うこととしています。 

 

霧島市は平成 17 年 11 月 7 日に 1 市 6 町が合併して誕生しました。合併前の１市 6 町におい

ては、それぞれの行政改革大綱に基づいて積極的な行財政改革が進められてきたところですが、

地域中核都市・霧島市のあるべき姿を創造するための指針として、平成 18 年 11 月 21 日、『霧

島市行政改革大綱』を策定しました。この大綱では、高度化・多様化する行政ニーズ、地方分

権の進展、地域中核都市としての権限の拡大に的確に対応するとともに、限られた人材・財源

を有効に活用し、最も効果的で効率的な組織を構築するために、組織や機構の改革に関する計

画を策定することとしています。 

職員数についても、平成 18 年 4 月 1 日を起点として、平成 23 年 4 月 1 日までの 5 年間で職

員の 10％（140 人）以上を純減することとしています。これを実現するためには、団塊世代の

大量退職に伴う退職者の補充を抑える必要があります。しかし、140 人という数字は、概ね二つ

の総合支所分の職員数にも匹敵するものであり、霧島市の組織が今の形態のままであれば適切

な行政経営を維持することは困難であると考えられることから、５年後に備えた組織の見直し

が急務となっています。 

また、鹿児島県では人口 10 万人以上の市を地域中核都市と位置付け、特例市、中核市並の権

限など思い切った権限・財源の移譲を行うこととしています。本市においては、市民サービス

の向上に寄与すると思われる事務等を積極的に受け入れていくこととしていますが、他方、そ

のために必要な職員の確保も大きな課題です。 

 

このようなことから、『霧島市行政改革大綱』で掲げる「行政ニーズへの迅速かつ的確な対応

を可能とする組織・機構」を具現化し、意思決定過程が簡素化され政策・施策に柔軟に対応で

きる効果的で効率的な組織を構築するために、市民の代表で構成される行政改革推進委員会の

意見や、平成 18 年 12 月 22 日の市議会による「霧島市行財政改革推進決議」を重く受け止めて

「霧島市組織機構再編計画」（以下「再編計画」という。）を策定しました。 
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 第２ 組織機構の現状と課題  

 

１ 組織機構の現状 

 

本市は平成17年 11月 7日に12部 6総合支所120課 15室 332係でスタートしました。

平成 18 年 4 月の組織改正では、会計課を会計管理部会計課としたのを始め、地域振興課

と環境衛生施設課の設置、企画部、生活環境部、農林水産部、商工観光部、建設部、水

道部、教育部にそれぞれ政策係を設置、その他、課や係の名称変更、係の分離・新設、

係等の統廃合を行い、13 部 6 総合支所 121 課 9 室 303 係となっています。 

また、平成 18 年 7 月には団塊世代等の定住促進を図るために「おじゃんせ霧島推進監」

を配置しました。 

 

表１ 組織数 

平成 17 年 11 月 7 日 平成 18 年 4月 1日 

  
部 課 

室・分室

支所 
係 部 課 

室・分室 

支所 
係 

本 庁 12 65 9 158 13 66 4 154 

総 合 支 所 6 55 6 174 6 55 5 149 

合 計 18 120 15 332 19 121 9 303 

 

表２ 本庁の組織数 

平成 17 年 11 月 7 日 平成 18 年 4月 1日 

  

部 課 
室・分室

支所
係 部 課 

室・分室

支所 
係 

市 長 部 局 総 務 部 1 8 1 17 1 9 1 19 

 企 画 部 1 3  9 1 3   8 

 生活環境部 1 3  10 1 4   10 

 保健福祉部 1 11 1 22 1 10 2 22 

 農林水産部 1 3  7 1 3   8 

 商工観光部 1 3  6 1 3   6 

 建 設 部 1 6 1 18 1 6 1 18 

 工事監査部 1 2  2 1 2   2 

小 計 8 39 3 91 8 40 4 93 

消 防 消 防 局 1 6  26 1 6   26 

会 計 会計管理部  1 6 9 1 1  3 

水 道 水 道 部 1 2  4 1 2   4 

議 会 議会事務局 1 1  3 1 1   3 

教育委員会 教 育 部 1 9  13 1 9   13 

選 管   1  2  1   2 

監 査   1  2  1   2 

農業委員会   1  2  1   2 

公平委員会   1    1    

本

庁 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

そ の 他   3  6  3   6 

本 庁 計 12 65 9 158 13 66 4 154 
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表３ 総合支所の組織数 

平成 17 年 11 月 7 日 平成 18 年 4月 1日 

  

部 課 
室・分室

支所 
係 部 課 

室・分室 

支所 
係 

市 長 部 局 1 6   22 1 6   17 

水 道     1 2     1 2 
溝

辺 
教 育 委 員 会   2   6   2   5 

溝辺総合支所 計 1 8 1 30 1 8 1 24 

市 長 部 局 1 7   20 1 7   17 

水 道     1 2     1 2 
横

川 
教 育 委 員 会   2   5   2   4 

横川総合支所 計 1 9 1 27 1 9 1 23 

市 長 部 局 1 6   21 1 6   17 

水 道     1 2     1 2 
牧

園 
教 育 委 員 会   2   7   2   6 

牧園総合支所 計 1 8 1 30 1 8 1 25 

市 長 部 局 1 6   19 1 6   16 

水 道     1 2     1 2 
霧

島 
教 育 委 員 会   2   6   2   5 

霧島総合支所 計 1 8 1 27 1 8 1 23 

市 長 部 局 1 9   25 1 9   24 

水 道             
隼

人 
教 育 委 員 会   3 1 5   3   5 

隼人総合支所 計 1 12 1 30 1 12  29 

市 長 部 局 1 7   20 1 7   17 

水 道     1 2     1 2 
福

山 
教 育 委 員 会   3   8   3   6 

福山総合支所 計 1 10 1 30 1 10 1 25 

合  計 6 55 6 174 6 55 5 149 

 

２ 課題 
 

  ○本庁と総合支所における事務事業の役割分担 

○本庁における本庁機能の発揮 

○団塊世代の大量退職に伴う組織の見直し 

○権限移譲による新たな事務に対応するための職員の確保 

○行政改革大綱で掲げる職員定数の削減に対応するための組織の見直し 

○総合支所における災害等の非常時における人員確保 

○効率的な事務執行や組織の見直しによる超過勤務の縮減 

○文書・伝票等の事務決裁に要する時間の短縮及び方法の見直し 

○財務会計システムの早急な見直し 

○職員の意識改革 
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 第３ 基本方針  
 

 再編計画は、次の基本方針に基づき実施することとします。 
 

＜基本方針＞ 
 

１ 他の計画等との整合性 

再編計画は、行政改革大綱、集中改革プランをはじめ、定員適正化計画、人材育

成計画、経営健全化計画等との整合性を保つこととします。 
 

２ 本庁と総合支所の役割 

本庁は、施策の立案、調整、政策の推進などを中心とした政策関連部門を集約す

るとともに、従来型の組織では対応が難しい政策課題に対応するために政策を担当

する部署を設置します。総合支所は、市民に身近な行政サービスを提供する機関と

して位置づけ、またその地域の特性にも応じた組織機構とします。 
 

３ 分庁方式への移行 

 政策関連部門の本庁への機能集約や県からの権限移譲に対応するため、平成 20

年 1 月に本庁舎を国分庁舎、隼人総合支所を隼人庁舎とし、教育委員会、選挙管理

委員会を隼人庁舎に移転します。 
 

４ 事務事業の見直し 

行政評価を活用して事務事業のあり方や手段の見直しを行い、行政で行うべきも

の、民間で行うべきもの、市民が行うべきもの等に整理し、民間活力を有効に活用

することにより公共サービスの質の維持・向上及び経費の削減が図られると判断さ

れるものは、積極的にアウトソーシング（注１）を進めて行政の担うべき役割の重点

化を進めます。 

また、仕事の進め方についても、既成の概念にとらわれず効率的な事務処理方式

や快適な執務環境づくりのために絶えず見直しを行います。 
 

５ グループ制の導入 

政策課題や市民の要望に迅速に対応するとともに、限られた人材を柔軟かつ効率

的に活用するために本庁及び総合支所の全課等にグループ制を導入します。 
 

６ ビルド・アンド・スクラップの原則 

本庁及び総合支所や出先機関等を問わず、新たな部署が必要となる際には原則と

して設置する部署の数だけ廃止するなどビルド・アンド・スクラップに努め、行政

組織を肥大化させないこととします。 
 

７ 窓口業務のサービス向上 

各種料金や税等の収納、住民票等の発行業務等を平日の 17 時以降や土日及び祝

日にも提供するために、（仮称）国分駐車場複合ビル２階部分に「(仮称)市民サー

ビスセンター」を設置します。また、市役所においては、お客様が速やかに手続き

等を行えるように、本庁舎１階にフロアマネージャーを配置します。 

 （注１）市の事務事業及び公の施設の管理業務等を、効率化やスリム化を図るために外部委託、外部発注すること。
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 第４ ５年後の組織等  

   

  霧島市の 5 年後の組織については、部課等の整理・統合や本庁及び総合支所の全課にグ

ループ制を導入することにより、平成 18 年 4 月 1 日現在の 19 部局 121 課 312 係等から概

ね 11 部局 80 課 200 グループの組織をめざします。 

＜本庁＞ 

○総合計画の進行管理や行政評価及び財政運営を連動させ、霧島市の行政経営を確実に進

めていくために、企画部門と財政部門が一体となった企画経営部を設置します。 

○戸籍等の手続きや保健・福祉、環境等の各分野を一体的に推進できるようにするため、

生活環境部と保健福祉部を統合し市民福祉部を設置します。また、少子化対策に力点を

置くために子育て支援推進監を配置します。 

○農林水産業や観光、商工業の各分野を一体的に推進できるようにするため、農林水産部

と商工観光部を統合し産業経済部を設置するとともに、観光政策推進監、企業立地推進

監を配置します。 

＜総合支所＞ 

○隼人総合支所は教育委員会等の本庁舎とし、「隼人庁舎」と称します。隼人総合支所で行

っていた業務の内、市民生活に直結した窓口業務は引き続き取り扱うこととします。 

○他の総合支所については、市民生活に身近な業務を中心に総合支所を維持します。 

 図１ ５年後のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部 保健福祉部 

生活環境部 生活環境部 

農林水産部 農林水産部 

商工観光部 商工観光部 

工事監査部工事監査部

建 設 部 建 設 部 

総 務 部 総 務 部 

企 画 部 企 画 部 

消 防 局消 防 局

水 道 部水 道 部

会計管理部会計管理部

教 育 部

各行政委員会
各行政委員会等

事務局 

１９部局 １２１課 
３１２係等 

議 会 議会事務局 

各総合支所各総合支所

１，４０８人 

産業経済部産業経済部

市民福祉部市民福祉部

総 務 部総 務 部

企画経営部企画経営部

議 会議会事務局

建 設 部建 設 部

工事監査部 工事監査部 

消 防 局 消 防 局 

水 道 部 水 道 部 

会計管理部 会計管理部 

６割程度の組織６割程度の組織
１０％以上の人員削減

各総合支所 各総合支所 

○危機管理監

○おじゃんせ霧島推進監

○観光政策推進監

○企業立地推進監

○まちづくり調整監

○ 危機管理監 

○ おじゃんせ 霧島推進監 

○ まちづくり調整監 

○子育て支援推進監

○ 行政改革推進監

各行政委員会 

5年度のイメージ 現   在 

教育委員会事務局

（教育部） 
教育委員会事務局

（教育部） 
○廃棄物対策監

各行政委員会等

事務局 

概ね１１部局８０課 
２００グループ  
１，２６８人以下 

本 庁 総合支所 

国分庁舎 隼人庁舎 溝辺総合支所 
溝辺教育出張所

横川総合支所 
横川教育出張所 

牧園総合支所 
牧園教育出張所

教育委員会 市長部局 

選挙管理委員会事務局

霧島総合支所 
霧島教育出張所

福山総合支所 
福山教育出張所 総務課隼人分室 

(総務・市民生活・福祉等) 
教育総務課 
国分分室 

支所 
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 第５ 具体的な方策  

 

 １ 簡素で効率的な組織 

 

（１）政策を担当する部署の設置 

総合計画の政策・施策を着実に推進していくために、政策・施策をマネジメント

できる部署を各部に設置し、総合計画の進行管理、行政評価、予算編成が連動した

行政経営を進めます。また、総合計画の施策体系に基づいた枠配分方式の予算編成

に対応するために、部内の予算編成も行うこととします。 

（注 2）

（注２）組織や人、業務等を最も効率的に活用できるよう管理すること 

（２）部課等の設置・統廃合 

ビルド・アンド・スクラップの原則に基づきながら、部、課、係などの機構のあ

り方について不断に見直しを行い、現在の 19 部局 121 課 312 係等から段階的に統

廃合を進めることにより５年後には概ね11部局等80課200グループ程度の組織と

します。 

 

（３）グループ制の導入 

グループ制は、係という小さな単位で仕事を行っていたのを課全体の仕事とし

てグループで進めていきます。グループ制を導入すると、課内の他の仕事を学び

知ることによる職域や知識の拡大が図られ、職員の能力を高めることができると

ともに、中間階層の増加による意思決定の遅延が解消でき、組織のピラミッド構

造をフラット化（圧縮）することができます。

よって、本市においては新たな政策課題や市民の要望に迅速に対応するととも

に、限られた人材を柔軟かつ効率的に活用するためにグループ制を導入します。 

導入にあたっては、まず制度の周知とノウハウを取得するため、本庁において

は、平成 19 年 4 月から総務、企画、広報、財政など導入しやすい課で導入し、そ

の後全庁に導入します。また、すでにグループ制に近い形態で仕事が進められて

いる総合支所においても平成 19 年 4 月から導入します。 

グループ制は、所属長の積極的で主体的な課の運営及び職員自身の主体性、自

主性の尊重と能力の発揮により、職場を活性化できるものであり、この制度のメ

リットが生かされるかは全職員の理解と協力にかかっているといえます。 

＜グループ制の概要＞ 

・グループには、グループ長を配置し、現行の係長職は廃止します。 

・グループ長は当面、市長が任命します。 

・事務分掌は課の所掌となりグループの事務分掌は定めません。 

・職員は課のスタッフとして位置づけ、主担当の事務を遂行しながら他の事務に

も関わり、課の所掌する事務を課全体で対応します。 

・スタッフの主担当事務は課長及びグループ長が協議して決定することとし、課

内の繁忙期においては課長の判断により柔軟に対応することとします。 

・グループ制の運用にあたっては、別途要領を定めます。 
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①メリット 

・職員の効率的な活用 

・職員の意識改革 

・意思決定時間の短縮 

・住民サービスの向上等 

②デメリット 

・課長・グループ長のマネジメント力により効果が出ない恐れがあります。 

・業務の進行管理が出来ないと業務の空白、責任が不明瞭になる恐れがあります。 

 
図２ グループ制のイメージ 

 

※課長・グループ長のマネジメント力が 
重要 

スタッフは主担当を持ちながら、課長の

判断で随時他の業務にも携わる。 
主主事事等等  

主主任任  
主主査査  

主主事事等等  

主主任任  
主主査査  

ススタタッッフフ  

ＥＤＤ  

連連携携ししてて 
仕仕事事をを進進めめるる

ＣＣ  ＢＢＡＡ 

ググルルーーププ長長  ググルルーーププ長長  

課課  長長  

ググルルーーププ長長  

グループ制 

係間の連携が取りにくい

意思決定に時間がかかる 

主主幹幹  
係係長長  

課課長長補補佐佐  

主主幹幹  
係係長長  

主主幹幹  
係係長長  

主主事事等等  

主主任任  
主主査査  

現体制 

課課  長長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）水道部の支所の統合・廃止 図３ 新たな管轄区域 

水道部の各支所では漏水修繕や苦情処理

で職員全員が外勤することが多く、緊急の案

件に迅速に対応できない状況であり、義務的

な施設点検も日常業務の中に組み込めない

状態にあります。このため、各支所の抱える

人員の不足を解決するために支所の廃止・統

合を行います。 

具体的には、支所間の距離が比較的短い横

川支所・牧園支所・霧島支所のほぼ中心とな

る牧園支所に事務所を統合し、溝辺支所、福

山支所は廃止し、本部でその業務を行います。 

①業務対応能力の充実 

人員を集中することにより、施設の適切・適正な維持管理及び緊急時の迅速

な対応が可能となります。 

②効率的な資機材の活用 

車両・機材等を集中することにより、迅速かつ効率的な活用ができるととも

溝辺 

国分

福山

● 

牧園支所管轄
横川 

牧園 
● 

霧島

隼人 

本庁管轄 
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に、コストを削減できます。 

③事務所経費の削減 

事務所を２箇所にまとめることにより、諸経費を削減できます。 

 

（５）窓口業務のサービス向上 

平日に市役所に来ることのできない市民の方々へのサービス向上をめざし、（仮

称）国分駐車場複合ビル２階部分に「(仮称)市民サービスセンター」を設置します。

「(仮称)市民サービスセンター」は、原則として年末年始を除く毎日サービスを提

供することとします。具体的には、各種料金や税等の収納、住民票や税証明の発行

等の窓口業務、子育て支援に関する業務等を取り扱います。サービスの提供時間は、

窓口業務は 10時頃から19時頃まで、子育て支援に関する業務は10時頃から21時頃

とします。 

また、市役所においては、お客様の各種窓口への案内や、申請書の書き方等のお

手伝いをするフロアマネージャーを本庁舎１階に配置して、市民サービスの向上を

図ります。 

 

（６）保育園・老人ホーム等の民営化等 

保育園や老人ホーム等の出先機関については、指定管理者制度の導入や民営化等

を検討し、組織のスリム化を図ります。 

具体的には、『霧島市集中改革プラン』（平成 19 年 2 月策定）に基づき、民間委

託等や譲渡を含めて検討を行い、早期に方針を決定して年次的に実施していきます。 

方針の決定にあたっては、サービスの維持･向上及び保護者や家族等の多様なニ

ーズに配慮します。 

その他、市が行っている事務事業で民間の専門性や効率性が発揮され、市民サー

ビスの向上、経費の縮減、行政運営の効率化が図られるものについては、積極的に

民間委託等を推進します。 

 

（７）災害時等への対応 

市民の生命、身体及び財産を自然災害等から守るためには、総合的な視点から防

災の指揮命令系統の明確化、災害時の応急対策等を確立するなど、危機管理体制の

一元化が必要です。 

このため、危機管理監のもとに安心安全課を設置するとともに、台風や大雨等の

自然災害等に対する霧島市職員の危機管理防災マニュアルを作成し、非常時におけ

る効果的な初動体制を確立します。 

また、市道や農道、耕地等の災害復旧に係る工事等の事務については、技師の効

率的な活用ができる柔軟な体制作りを進めます。 
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２ 事務の効率化 

 

（１）業務マニュアルの作成 

グループ制では、より広範囲にわたる仕事を職員がお互いに協力して進めなけれ

ばなりません。そのために、これまでそれぞれの頭の中や机の引出し等に整理され

ていた事務手続きの手順などを出し合って文書や図表化するなど、誰でも一読すれ

ばそれらの仕事についてある程度理解できるような業務マニュアルを全部課等で

作成し、毎年度更新します。 

また、業務によっては他の課との連携が重要であることから、各部課等で作成し

た業務マニュアルをグループウェア（注３）に掲載し、情報の共有化を図ります。 

 （注３）庁内のネットワーク回線を利用して、パソコンから公用車予約や会議室予約、メール

など、情報を共有するためのシステム。 
 

（２）事務事業の整理・統合・廃止 

すべての事務事業について、「目的妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の各観

点から評価を行います。その事務事業が市のまちづくりにとってなぜ必要なのか、

あるいは、本来市が行うべき事務事業なのかなど目的を再確認し、その結果に基づ

いて事務事業の改善余地を探るとともに、事務事業の整理・統合・廃止を進めます。 

 

（３）事務処理方法の改善 

限られた人材・財源を有効に活用して最大の効果を生み出すためには、仕事の

進め方についても見直す必要があります。これまでの既成概念を見直し、無駄・

無理・ムラがないか徹底的に調査して改善することにより事務の効率化を進める

とともに、指摘された改善点を確実に是正していくために事務改善検討委員会を

設置して、全庁的に改善に取り組みます。 

また、職員の事務改善意欲を助長し、改善のスピードを加速させるために職員提

案制度を整備して活用します。 

○事務処理工程を見直すことにより、省力化、書類の削減ができるものはないか。 

○事務事業の目的からして執行方法が緻密すぎるもの、若しくは煩雑な処理をし

ているものはないか。 

○全く同一の行政客体に対して、類似した事務事業を異なったセクションで行っ

ているものはないか。 

 

（４）文書管理 

効率的に仕事を進めるためには、文書管理が重要な役割を担います。また、グル

ープ制の導入効果を高めるためには、必要な時に必要な文書等を速やかに取り出せ

るようにするとともに、担当者の不在時においてもお客様への対応が出来るように

することが大切です。 

文書の保存方法は、合併前の市町の方式のままで行われており統一されていない

ため、ファイリングシステム(注４)を適切に運用することにより、適切な文書管理

を行います。 
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また、文書の受発や保存の管理を電算化し、文書管理の効率化を進めます。 

 
（注４）文書を有効活用するために一定の条件のもとに整理して保管・保存し、廃棄にいたる

までの管理制度。  

 

（５）財務会計システムの見直し 

財務会計システムを再構築し、総合計画の進行管理や施策ごとの枠配分方式によ

る予算編成及び行政評価等にも対応できるシステムの構築を図ります。 

併せて、予算編成などに必要な各種資料の作成に係るシステム対応を充実させ、

資料作成業務の簡素化を行います。 

また、現在の予算編成、執行管理及び備品管理等の機能に加え、起債管理、債務

負担管理などを連携させることにより、バランスシート(注５)や行政コスト計算書を

はじめとする財務諸表などに対応できるシステムとします。 

 （注５）貸借対照表のこと。一定時点における資産、負債及び正味資産から構成され、財政状

態を明らかにするために作成される計算書。 
 

（６）電子決裁 

文書や伝票等の事務決裁に要する時間の短縮を図るために、電子決裁の導入を検

討します。 

決裁のスピードアップを図るためには、グループ制の導入による効果が期待でき

ます。しかし、総合支所や出先機関においては、決裁文書を本庁まで持ち運ぶ手間

がかかるため、どうしても時間を要することとなります。 

このため、総合支所や出先機関だけでなく、本庁内においても職員が決裁文書を

持ち廻ることなく決裁処理が行えるよう電子決裁の導入を検討します。 

出張命令や年休申請等を始めとした庶務事務や文書管理、伝票決裁等について、

グループウェア、財務会計システム、文書管理システムを連動させた電子決裁シス

テムの構築に向けて検討を進めます。 

＜期待される効果＞ 

○意思決定の迅速化 

・決裁文書の持ち廻りの削減 

○省資源化 

・決裁文書の電子化によるペーパレス化(注６)及び省スペース化 

○文書状態の明確化 

・文書の決裁状況の把握、文書の滞留状況の把握。 

 （注６）資料作成や情報伝達などを、紙を使わずパソコンの電子機器で行うこと。 

 

（７）ＯＡ機器の更新・見直し 

事務処理を効率的に進めるためにＯＡ機器の活用は欠かせません。古いプリンタ

ーやコピー機等を有効に活用することは大切ですが、そのことにより効率性や経済

性を欠いてしまう場合には改善の必要があると言えます。効率の悪い機器について

は順次更新を行うことにより、事務の効率化と経費の削減に努めます。 
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３ 事務所の位置 

 

（１）分庁方式への移行 

権限移譲に伴う事務の増大や新たな政策課題、多様化する市民の要望に迅速に対

応して効率的で信頼される行政経営を進めるためには、一般行政及び教育行政にお

ける本庁機能の充実が必要です。 

しかし、現在の本庁舎では今以上に職員を集約することは物理的に困難な状況に

あり、新たな執務スペースの確保が求められます。このようなことから、行政改革

大綱においても執務スペースに余裕のある総合支所に本庁の機能を分ける分庁方

式を検討することとしています。 

平成 18 年 12 月 22 日の市議会による「霧島市行財政改革推進決議」では、「例え

ば、隼人総合支所は、本庁との位置関係から地域の住民に直結した窓口業務を残し、

行政委員会である教育委員会部局を分庁方式導入により隼人総合支所に早い時期

に移転すべきである。」としています。 

このようなことから、本庁機能の充実と市民サービスの向上の面から早期に分庁

方式へ移行することとし、また議会の決議を重く受け止め、平成 20 年 1 月に分庁

ができるように平成 19 年 4 月からプロジェクトチームを編成して具体的な検討作

業に入ります。 

分庁後においては、現在の本庁舎を「国分庁舎」、隼人総合支所の庁舎を「隼人

庁舎」とそれぞれ称することとします。 

なお、隼人総合支所が教育委員会等の本庁となりますが、地域住民に直結した窓

口業務は隼人庁舎に残し、その他の業務を本庁に集約します。 

 

（２）福山総合支所及び牧之原支所の見直し 
表４ 総合支所ごとの面積 

本市においては、福山総合支所管内だけに支所が設置され

ています。同支所管内の人口は、牧之原支所のある上場地域

が管内人口の約７割を占めていますが、牧之原支所の庁舎は

老朽化しており早急な対策が必要な状況にあることから、総

合支所と支所の機能入れ替えや庁舎の維持管理等、総合的な

検討が必要です。 

溝辺 63.50 k ㎡

横川 70.45 k ㎡

牧園 129.66 k ㎡

霧島 82.54 k ㎡

福山 68.52 k ㎡

さらには、国分、隼人以外の総合支所においては、福山地区よりも面積の広い総

合支所が多く、将来に向けて支所のあり方も検討を進める必要があります。 

 

 第６ 計画期間  
 

平成１９年３月１日～平成２３年４月１日 

 

 第７ 計画の進め方   
 

１ 組織の現状と課題を常に把握し、次年度の組織再編方針を１２月までに公表します。 

２ 再編計画の進行管理は行政改革推進本部で行います。 
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